
 

 

 

 

 

１ 上水道の道路占用許可申請をする場合 

  小金井市道路管理課道路管理係へ「道路占用許可申請書」を提出する前に、必ず東京

都水道局小平サービスステーション（東京都小平市花小金井 1-6-20 小平合同庁舎）

へ、「道路占用許可申請書（第１号様式）を提示し、備考欄に受付印を押印してもらって

ください。 

 上・下水道両方の施工を同一業者が行う場合で、先に上水道の「道路占用許可申請書」

を提出するときは、監督事務費算出のため下水道の図面も添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上水道・下水道の「道路占用許可申請書」を提出する際の注意 

東京都水道局小平サービスステ

ーションで、事前に押印をもらっ

てください。 

ここには、施主（法人の場合は、主

たる事務所と代表者氏名）の住所・

氏名を記入してください。 

ここには、施工業者の会社名・担当

者名・連絡先電話番号（担当者の携

帯電話番号を別途記入していただ

くと占用許可が下りた時に携帯電

話に連絡します。）を記入してくだ

さい。 



２ 下水道の道路占用許可申請をする場合 

  小金井市道路管理課道路管理係へ提出する前に、小金井市下水道課から「下水道施設

自費工事申請書兼承認書」の交付を受け、その表紙の写しを２部、「道路占用許可申請書」

に添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 道路占用料減免申請書を添付 

  上水道・下水道の占用料については、減免されますので必ず「道路占用許可申請書」

提出時に、施主の住所氏名（会社の場合は代表者名）を記入し、押印したものを２部添

付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

下水道課で交付された写し

（市長公印のあるもの。）を２

部添付してください。 

ここには、施主（法人の場合は主

たる事務所と代表者氏名）の住

所・氏名を記入してください。 



４ 仕様書の記入と添付 

  「道路占用許可申請書」の提出時に、添付書類として案内図・平面図のほかに、必要

事項を記載した仕様書を必ず添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 東小金井駅北口土地区画整理事業地区内の道路占用許可申請をする場合 

  現在、東小金井駅北口（梶野町一丁目、梶野町五丁

目）では、土地区画整理事業を実施しています。東小金

井駅北口土地区画整理事業地区内で、上水道・下水道工

事が必要な場合は、まずは区画整理課（東小金井駅北口

にあります。）へ相談してください。区画整理課で道路管

理課へも「道路占用許可申請書」を提出する必要がある

と判断し、道路管理課へ提出する場合は、区画整理課か

ら「工事施工承認書」の交付を受け、写しを２部「道路

占用許可申請書」に添付し提出してください。 

 

 

上水道と下水道の施工業者が同

一で、かつ、同穴掘削の場合、監

督事務費を按分計算しますので、

必ず記載してください。 

埋設する管の情報を記載してく

ださい。 



6 道路掘削規制期間中の掘削工事の制限解除が必要な場合 

  舗装工事竣工
しゅんこう

後の道路は、簡易舗装（車道の場合３５型以下、歩道の場合は 11型（細

粒）又は 19型（浸透性開粒）、車道扱いの歩道（車の乗り入れ部）の場合３５型）につ

いては１年間、中級舗装（40 型以上）については３年間又は５年間、掘削を許可しな

いものとしています。 

ただし、公共事業等のためやむを得ず掘削が必要な場合は、まずは道路管理課窓口で

相談してください。 

 

７ 「道路占用許可書」に記載されている工期を延期する必要がある場合 

  「道路占用許可申請書」に記載する工事の期間は、余裕をもって十分に工事が完了す

る期間を記載してください。万一、交付された「道路占用許可書」の工期の期間内に工

事が完了しないと判明したときは、延期理由を記載した「道路占用許可申請工期延期願」

を作成し、交付された「道路占用許可書」の原本を持参の上、道路管理課道路管理係窓

口まで持参してください。 

 

８ 道路掘削復旧工事監督事務費の納入について 

  上水道・下水道工事の占用料については、条例及び減免措置基準により、全額減免さ

れます（「道路占用料減免申請書」を提出していただきます。）が、条例施行規則により

「道路掘削復旧工事監督事務費」を徴収することになります。舗装構造種別ごとに決め

られた徴収単価に、復旧面積を乗じて得た金額を「市道損傷及び道路監督費負担金納付

書」として「道路占用許可書」と一緒に交付しますので、占用許可日から１か月以内に

納入していただきます。なお納入義務者は施主となります。 

 

 


